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○国立大学法人宮崎大学内部監査規程

平成16年４月１日
制 定

改正 平成18年３月23日 平成22年９月22日
平成27年３月26日 平成29年３月31日
令和４年７月28日

第１章 総則

（趣旨）
第１条 国立大学法人宮崎大学（以下「本法人」という。）の業務及び事務処理を適正かつ効率的
に実施するために、本法人が自ら行う監査（以下「内部監査」という。）については、この規程
の定めるところによる。

（内部監査の目的）
第２条 内部監査は、本法人の経理及び一般業務について、不正、誤謬及び脱漏を防止し、かつ、
業務全般にわたる管理運営について、合法性及び合理性の観点から検討及び診断し、運営の効率
化と創造的改革の基盤を培い、もって本法人の健全な発展に資することを目的とする。

（内部監査担当部署）
第３条 内部監査に関する業務は、監査室がこれを担当する。
２ 学長は、監査室長の上申に基づき、監査室以外の職員を監査担当者として任命することができ
る。

３ 学長は、必要がある場合には監査室長の上申に基づき、専門的な知識等を有する外部の者を監
査担当者として任命することができる。

（内部監査の対象）
第４条 内部監査は、本法人の組織、制度、会計及び業務活動全般について行うものとする。ただ
し、教員が行う教育研究の個々の内容は、直接内部監査の対象としない。

２ 内部監査は、業務監査及び会計監査とし、それぞれの監査の内容は次の各号に定めるとおりと
する。
(1) 業務監査 業務活動が本法人の方針、計画、制度及び諸規程に従って合法的、合理的及び能
率的に行われているかについての書面及び実地監査

(2) 会計監査 会計処理の正確性、合法性、合理性及び能率性についての書面及び実地監査

（内部監査の区分）
第５条 内部監査の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定期監査 原則として、事前に定められた内部監査計画に基づいて定期的に継続して行う監
査をいう。

(2) 臨時監査 学長が必要と判断し、随時に行う監査をいう。

（監査担当者の権限）
第６条 監査担当者は、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 被監査部署の教職員に対し、帳簿及び事務書類の提出、事実の説明、書類の作成その他必要
な事項を求めることができる。

(2) 監査に当たり、必要と認めた場合は、業務担当者以外の職員に質問し、若しくは意見を求め、
又は外部関係先に確認することができる。

（被監査部署の遵守事項）
第７条 被監査部署の関係者は、当該監査が円滑に行われるよう、当該監査の担当者に協力しなけ
ればならない。

（監査担当者の遵守事項）
第８条 監査担当者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 内部監査は、全ての事実に基づいて行い、常に公正普遍でなければならない。
(2) 被監査部署の業務に関し、直接に指揮命令を行ってはならない。
(3) 監査の実施にあたり、被監査部署の業務に著しい支障を及ぼさないよう配慮しなければなら
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ない。
(4) 監査の実施に当たり、知り得た事項を、正当な理由なくして他に漏洩してはならない。

（他の監査機関との調整）
第９条 監査室長は、監事又は会計監査人と連絡・調整を行い、監査を効率的に遂行するものとす
る。

第２章 内部監査計画及び実施

（内部監査計画）
第１０条 監査室長は、毎年度初めに、当該事業年度にかかる内部監査計画を作成し、学長の承認
を得なければならない。

２ 内部監査計画には、次の各号に定める事項を記載する。
(1) 監査の方針
(2) 監査の実施時期
(3) 監査人員
(4) 監査の方法
(5) 監査の対象部署
(6) 監査の重点事項
(7) その他の必要事項
３ 監査室長は、事業年度中に内部監査計画に重大な変更の必要が生じたと認められるときは、学
長の承認を得て、内部監査計画を変更するものとする。

（内部監査実施計画書）
第１１条 監査担当者は、内部監査の実施にあたり、当該監査にかかる内部監査実施計画を作成し、
監査室長の承認を受けるものとする。

２ 内部監査実施計画には、次の各号に定める事項を記載する。
(1) 監査の実施時期
(2) 監査の方法
(3) 監査の対象部署
(4) 監査の重点事項
(5) 監査の担当者
(6) その他の必要事項

（内部監査の通知）
第１２条 監査室長は、原則として、内部監査実施の日時及び監査事項を被監査部署に、事前に通
知するものとする。ただし、緊急を要するときはこの限りではない。

（内部監査の実施）
第１３条 監査担当者は、第10条に定める内部監査計画に基づいて監査を実施しなければならない。

（内部監査の方法）
第１４条 内部監査は、原則として実地監査とする。ただし、書面監査によることもできる。
２ 実地監査は直接被監査部署にて、実査、立会、確認及び質問等により行う。
３ 書面監査は、記録計算資料の精査、証拠資料、帳票、計算の突合及び諸規程等の調査により行
う。

（内部監査調書）
第１５条 監査担当者は、内部監査を実施したときは、実施した内部監査の方法、内容及び結果等
を記録した内部監査調書を速やかに作成し、監査室長の承認を得るものとする。

２ 監査調書は、取扱いに留意し、相当の期間これを保管し、学長の承認なくしてその全部又は一
部を部外者に示してはならない。

（監査の意見交換）
第１６条 監査担当者は、監査実施の結果に基づく説明及び問題点等の確認のため、被監査部署と
の意見交換を行う。

２ 必要に応じて関係部署との意見調整、問題点の確認等を行う。
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第３章 内部監査報告

（報告書の作成）
第１７条 監査室長は、内部監査終了後、内部監査調書その他合理的証拠に基づき、内部監査報告
書を作成し、学長に報告しなければならない。

２ 監査室長は、学長の承認を得て前項の内部監査報告書の全部又は一部の写しを関係部署の責任
者に回付する。ただし、機密を要するときはこの限りではない。

３ 監査室長は、内部監査報告書について監事に報告するものとする。

（改善の指示）
第１８条 学長は、前条の報告書により改善等の処置が必要と判断したときは、被監査部署の責任
者に対して是正改善の措置請求を行う。

（改善状況の報告）
第１９条 被監査部署は、前条により是正改善措置の請求があった事項について、改善状況を学長
に報告しなければならない。

附 則
この規程は、平成16年４月１日から施行する。

附 則
この規程は、平成18年４月１日から施行する。

附 則
この規程は、平成22年10月１日から施行する。

附 則
この規程は、平成27年４月１日から施行する。

附 則
この規程は、平成29年４月１日から施行する。

附 則
この規程は、令和４年７月28日から施行する。


